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所管課名 産業立地・経営支援課 整理番号 ５－１

処分の種類

根拠法令条例等
・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

【信州ものづくり産業応援助成金交付要綱第15条第１項】
第15条　知事は、事業認定企業又は助成金交付企業が次の各号のいずれかに該当す
　る場合は、事業認定又は助成金の交付決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、事業認定又は助成金の交付を受けたとき
(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき
(3) 法令又は条例に違反する行為があったとき
(4) 前３号に掲げることのほか、第３条の表に規定する助成要件等を計画どおり満
　たすことができないなど、適当でないと認められるとき

信州ものづくり産業応援助成金交付要綱第15条第１項

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

信州ものづくり産業応援助成金の事業認定の取消

信州ものづくり産業投資応援条例第４条

事業認定企業が取消要件のいずれかに該当する場合は、事業認定を取消すことがで
きる。


